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１ 募集の趣旨 

コウノトリ豊岡産業用地は、新たな企業の立地を促進することにより、雇用機
会を創出し、地域経済を発展させていくため整備しました。 

交通アクセスは、北近畿豊岡自動車道豊岡出石ＩＣからは約２分、但馬空港Ｉ
Ｃからは約５分の至近距離にあり、交通利便性に大変優れた立地環境となってい
ます。 

また、豊岡市は、日本の自然界で一度は姿を消したコウノトリが再び空にはば
たいた地であり、コウノトリも住むことのできる豊岡市の環境（自然と文化）
は、人間にとっても持続可能で健康的に暮らすことができる環境です。 

今回の産業用地の分譲に当たっては、地域経済への波及や新たな就労の場の創
出等、地域の元気を創出し、環境と経済が共鳴する取組みの発展に貢献するな
ど、本市全体の活性化を図る立地事業者を募集します。 

なお、用地の譲渡にあたっては、一般競争入札を行い、市が事前に定める最低
譲渡価額以上で最も高い価格で入札した者を事業予定者とします。 

 
２ 実施主体 
 ⑴ 募集者 兵庫県豊岡市（以下「市」という。） 
 ⑵ 事務局 豊岡市コウノトリ共生部環境経済課 

〒668-8666 
兵庫県豊岡市中央町２番４号 豊岡市役所本庁舎２階 
℡：0796-23-4480 fax：0796-24-7801 
e-mail：kigyouyuuchi@city.toyooka.lg.jp 

 
３ 用語の定義 

⑴ 申込事業者 
本募集要項の記載内容を承諾し、申込書類を提出した者とします。 

⑵ 事業予定者 
申込事業者のうち、本募集要項に基づく入札結果を踏まえ、市が事業者とし

て決定した者とします。 
⑶ 物件取得者 

事業予定者のうち、市と土地売買契約を締結した者とします。 
⑷ 共同事業体 

複数の企業等が「共同事業体に関する協定書」を締結して、共同で事業を行
う事業体とします。 

 
 

Ⅰ 募集の概要 
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４ 譲渡物件の概要 
⑴ 対象地 

区画 所在地 地目 
分譲面積 

（平場面積） 

Ｃ 豊岡市⼾牧字柏ケ⾕1978-10 宅地 
3,397.39㎡ 

（2,533.5㎡） 
※ 記載している面積は、登記簿面積です 
※ 区画境界は杭等により明示します。 
※ 平場面積は、設計時点の図面上での面積であり、実測ではありません。 

位置図 

 
 
 
 
 
 

 
Google Mapへ  

 

 

区画図 

 
 

接道状況 主要地方道但馬空港線に接続 

アクセス 

・国道312号：合流地点まで約３km 
・北近畿豊岡自動車道： 

豊岡出石ICまで約１km 
   但馬空港ICまで約３km 
・ＪＲ山陰本線：豊岡駅まで約４km 
・ＪＲ山陽新幹線：姫路駅まで約100km 
・空港：コウノトリ但馬空港まで約１km 

対象地の所在 
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・港湾：舞鶴港まで約84km 
⑵ 法令に基づく制限 

都市計画法・ 
建築基準法 

都市計画区域：区域区分未設定都市計画区域 
用途地域：無指定 
指定建蔽率：60％ 
指定容積率：200％ 
防火地域：防火・準防火地域の指定なし 

宅地造成及び特
定盛土等規制法 

宅地造成工事規制区域 

砂防法 砂防指定地（山腹指定） 

その他制限 
建築基準法、緑豊かな地域環境の形成に関する条例、市
開発条例、市景観条例、市屋外広告物条例等によること 

 
⑶ 供給処理施設の整備状況 

供給施設 引込状況 
電力 普通高圧（6,600V）に対応。地中配管で敷地内に引込済 

用水 
豊岡市上水道（前面道路に本管整備済みΦ150） 
※工業用水道なし 

汚水 

下水道法（昭和33年法律第79号）及び豊岡市下水道条例
（平成17年豊岡市条例第192号）に規定する排除基準を遵
守するよう必要に応じて除害施設を設置し、接続桝から
公共下水道へ排水 

雨水 接続桝から雨水本管、調整池を通じて河川へ放流 
ガス LPガス 

既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引き込みを要する場合、市では
補修や引き込み工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設へ
の負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の
管理者等にお問い合わせのうえ、各自で対応してください。 

 
５ 譲渡物件に関する注意事項【重要な説明】 

⑴ 土地に係る土壌汚染調査、地質調査及び地下埋設物調査は実施していませ
ん。各種調査、土壌改良及び埋設物の除去等にかかる費用は、物件取得者の
負担となります。 

⑵ 当該用地の維持保全を目的として、暗渠水路・ふとん篭堰堤等の地下埋設
施設を設置しています。建築物の杭基礎の設計においては十分留意してくだ
さい。 

⑶ 土地の利用、事業の実施にあたっては、関係法令や県・市条例等を遵守し
てください。都市計画法、建築基準法、消防法、文化財保護法等の法令及び
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県・市の条例等により、規制、指導がなされる場合があります。詳細は所管
行政庁にお問い合わせください。 

⑷ 物件取得者は、譲渡物件に含まれる工作物等が現状のまま引き渡されるこ
とを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる修繕や整備、安
全性の確保については、自らの負担と責任において行うものとします。 

⑸ 立⽊の伐採、雑草の草刈、フェンス・囲障・擁壁・井⼾など地下・地中・
空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権
等権利の帰属主体のいかんを問わず、市は一切行いません。越境物の処理に
ついても、物件取得者において相隣関係で話し合ってください（契約後に判
明した場合も同様）。 

⑹ 譲渡物件に係る土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住⺠との調整等
については、すべて物件取得者において行ってください。 

⑺ 物件調書と現況が相違している場合は現況を優先します。落札者は、面積
その他物件調書に記載した事項について、実地に符合しないことがあっても
これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免
を請求することは一切できません。 

⑻ 企業支援制度 工場等の設置やＩＴ関連事業所を開設する場合などの支援
制度もあります。市ホームページの「企業支援制度の紹介」のページをご確
認ください。 
・「企業支援制度の紹介」 

https://www.city.toyooka.lg.jp/sangyo/kigyoshien/1007441.html 
  



5 
 

 
 
１ 申込事業者の資格 

⑴ 日本国内で法人登録をしている法人。 
⑵ 本物件の購入に必要な資力及び信用を有すること。 
⑶ 事業計画及び資金計画が適切である者。 
⑷ 公害防止に係る関係法令を遵守し、公害防止策等を十分に講じることができ

る者。 
⑸ 原則として、譲渡物件の引渡しを受けた日から５年以内に建築物等を建設

し、操業を開始できる者。 
⑹ 申込者が次のアからサまでのいずれにも該当しないこと。 
  なお、複数の企業等が「共同事業体に関する協定書」を締結して、共同で事

業を行う事業体（以下「共同事業体」という。）（ 注 ） として入札参加される場合
は、すべての構成員が次のアからケまでのいずれにも該当しないこと。 

 ア 国税及び地方税を滞納している者。 
イ 豊岡市指名停止基準（平成 17 年豊岡市制定）による指名停止を受けてい

る者。 
ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定す

る者。 
エ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定により破産の申立てがなされてい

る者。 
オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立て

をしている又は⺠事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き
開始の申立てをしている者。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は
⺠事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を
除く。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号）第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員
又はこれらのものから委託を受けた者。 

キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第
147 号）第５条第１項に規定する観察処分の決定を受けた団体及びそれらの
構成員又はこれらのものから委託を受けた者。 

ク 破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）第５条第１項に規定する処分
を受けた団体及びそれらの構成員又はこれらのものから委託を受けた者。 

ケ 対象物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23
年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する
性風俗関連特殊営業、その他これらに類する営業の用途に供しようとする
者。 

Ⅱ 申込事業者の資格等 
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コ カからケに掲げるもののほか、公序良俗に反する用途に使用しようとする
者。 

サ 譲渡物件を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137
号）第２条第４項に規定する産業廃棄物、同条第５項に規定する特別管理産
業廃棄物に係る仮置き場、処理施設、処分場等の関連する営業の用途に使用
しようとする者。 

（注） 共同事業体要件 
① 共同事業体の構成員のすべてが譲渡物件を取得しようとする構成員で

ある必要はありませんが、譲渡物件を取得しようとするものは、すべて
構成員となっていなければなりません。 

② 共同事業体の構成員の中から代表企業を設定するものとし、市からの
連絡等は、代表企業の連絡担当者に対して行うことにより、構成員全員
に連絡等がなされたものとみなします。 

③ 代表企業から市へ提出された書類及び市からの照会に対する代表企業
からの回答は、構成員全員の合意のうえで提出又は回答されたものとみ
なします。 

 
２ 失格要件 

申込者が以下のいずれかに該当すると市が判断した場合は、その申込者は失格
とします。なお、入札の結果により契約候補者として決定した場合でも、契約締
結までの間に当該失格事由に該当することが判明した場合は、決定を取り消すも
のとします。 
⑴ 提出書類に虚偽の記載があるとき。 
⑵ 提出書類に不備があり、補正が困難であるとき。 
⑶ 物件の譲渡条件に違反しているとき。 
⑷ 「豊岡市産業用地立地事業者選定委員会（以下「委員会」という。）」の構成

員へ審査における便宜を図ることを依頼する等、選定の公平を害する行為があ
ったとき。 

⑸ その他不正行為があるとき。 
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１ 譲渡方法 

一般競争入札の方法により事業予定者（落札者）を決定します。事業予定者
（落札者）の決定方法については、「Ⅴ 入札手続き」をご確認ください。 

 
２ 最低譲渡価額 

最低譲渡価額は下記のとおりとします。 
区画 分譲面積 最低譲渡価額 

Ｃ 3,397.39㎡（平場2,533.5㎡） 33,000,000円 
 ※ 記載している面積は、登記簿面積です。 

※ 最低譲渡価額を下回る金額の入札は失格とします。 
 
３ 土地の譲渡条件 

⑴ 指定用途 
日本標準産業分類のうち、次に掲げる業種の用に供する事務所、工場、研

究施設とし、対象業種であっても騒音、振動、悪臭等により環境の悪化をも
たらすおそれのある工場等は除きます。 

また、申込時に提出した土地利用計画書等に従い、本物件全体を土地利用
計画に基づく用途に供し、土地売買契約締結後10年間は、その用途に供する
ものとします。 

大分類 対象業種（中分類又は小分類） 
建設業 すべての建設業 
製造業 すべての製造業 
電気・ガス・熱供給・水道業 すべての電気・ガス・熱供給・水道業 
情報通信業 すべての情報通信業 
運輸業 (中分類 44) 道路貨物運送業 

(中分類 47) 倉庫業 
卸売業 すべての卸売業 
サービス業 (中分類 70) 物品賃貸業 

(中分類 71) 学術・開発研究機関 
(中分類 72) 専門サービス業 
(中分類 73) 広告業 
(中分類 79) その他の生活関連サービス業 
(中分類 89) 自動車整備業 
(中分類 90) 機械等修理業 
(中分類 92) その他の事業サービス業 

  

Ⅲ 土地の譲渡条件 
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 ⑵ 操業義務 
原則として、物件の引渡しを受けた日から５年以内に、建築物等を建設

し、操業を開始してください。 
⑶ 土地の売買契約及び引渡し等 

ア 土地売買契約については、開札結果通知後に事業予定者に決定した者（共
同事業体の場合は、その構成員のうち、対象物件を取得しようとする者）と
契約を締結します。 

イ 事業予定者が自らの責により契約を締結しないときは、第２順位の申込事
業者を事業予定者として決定し、契約を締結します。 

ウ 事業予定者として決定された者は、売買契約締結後８日以内に契約保証金
（譲渡価格の１割）を市に支払ってください。 

エ 物件取得者は、市と売買契約締結後60日以内に、残りの売買代金（契約保
証金との差額）を市に納付していただきます。譲渡価格完納後に所有権を移
転します。譲渡価格完納後、物件取得者を義務者として課される公租公課等
は、物件取得者の負担とします。所有権移転登記の手続は市で行いますが、
諸費用は物件取得者の負担とします。所有権移転後、現地にて現状有姿にて
土地の引渡しを行うものとします。 

オ 本件土地は土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に規定する土壌調査を
行っておらず、同法に規定する調査及び措置を実施する場合は、物件取得者
の責任と費用において行うこととします。 

カ 本件土地に隠れた瑕疵があることを発見しても、物件取得者は、市に対し
て損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとします。 

キ 本件について、土地売買契約締結日から引渡日までの間において、市の責
によらない理由により当該物件に滅失、毀損等の損害を生じたときは、その
損害は物件取得者の負担とします。 

  ただし、本件土地が天災地変その他の市または物件取得者のいずれの責に
帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、契約を解除す
ることができます。 

⑷ 計画の変更等 
事業遂行に当たって、やむを得ない事情により申込時に提出した土地利用

計画書等を変更する場合には、事前に文書により市に申請し、承認を得てく
ださい。ただし、本募集の趣旨を損なうような変更や第三者への転売・転貸
等は認めません。 

⑸ 供給処理施設等 
ア 上水道 

  産業用地に隣接する道路にΦ150の水道本管が整備済みですが、供用開
始は2025年10月頃となる見込みです。区画内への給水管及び受水槽を含む
給水施設等については物件取得者で整備してください。また、事業規模に
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よっては使用水量の制限等をお願いすることもありますので、豊岡市上下
水道部水道課と協議を行ってください。 
【問合せ先】 豊岡市上下水道部 水道課 電話：0796-22-5377 

イ 工業用水道 
なし 

ウ 下水道 
前面県道に下水道管を布設済みであり、取付管については、道路境界か

ら１ｍ程度区画内に布設してキャップ止めしていますので、公共桝は物件
取得者で設置してください。公共下水道への接続の際は、豊岡市上下水道
部下水道課と協議したうえで、排水設備工事は、豊岡市排水設備指定工事
店に依頼してください。また、本産業用地は、公共下水道排水区域内であ
るため、受益者負担金が必要となります。 

(ｱ) 汚水施設 
取付管の深さを十分確認のうえ、排水設備を計画してください。基準

勾配で排水できない場合は、事業者でポンプ等により排水してください。 
・下水道法（昭和33年法律第79号）及び豊岡市下水道条例（平成17年４

月１日条例第192号）に規定する排除基準を遵守するよう必要に応じ
て除害施設を設置し、公共下水道へ排水してください。 

・公共下水道への排出水量は、本産業用地への上水道供給可能水量で計
画しているため、別途水源を利用される場合は、豊岡市上下水道部下
水道課と協議してください。 

(ｲ) 雨水施設 
本産業用地が位置する区域は、分流式下水道ですので、雨水を汚水桝 

には接続せず、既設の区画内側溝等から排水してください。 
既設の区画内側溝は、産業用地背面山側からの雨水を排水するための

施設です。産業用地全体で排水を機能させるため、土地の所有者間で連
携協力のうえ、維持管理を行ってください。 

【問合せ先】豊岡市上下水道部 下水道課 電話：0796-22-1801 
エ 電力 

供給の申込み、特別高圧等の供給については、関⻄電力送配電株式会社
にお問い合わせください。 

オ 都市ガス 
なし 

カ 電話等通信回線網 
NTT⻄日本の電話回線提供エリアです。申し込み等については、電気通

信事業者にお問い合せください。 
キ 区画への車両出入り口 
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車両出入り口を各区画１箇所に設置しています。所有権移転後は、物件取
得者において側溝蓋の管理、道路占用許可申請等の更新手続きが必要です。 

また、新たに車両出入り口を設ける場合や既存出入り口の拡張等を行う
場合は、道路管理者と協議してください。 
【問合せ先】兵庫県豊岡土⽊事務所 管理課 電話：0794-63-1008 

ク その他 
ア〜キに係る費用、負担金等は全て物件取得者の負担となります。 

⑹ その他留意事項 
ア 土地利用 

分譲区画の土地利用及び施設の運営等にあたっては、関係諸法令等の規 
定を遵守していただきます。 

イ 基礎工事 
施設の基礎工事の設計にあたっては、地盤・地質等を十分調査し、適切

な基礎工事を行ってください。当該調査及び工事等に係る費用は、物件取
得者にて負担していただきます。 

ウ 開発行為・建築行為 
開発行為及び建築行為（用途変更を含む）については、兵庫県豊岡土⽊

事務所 まちづくり建築第1課と事前協議のうえ、進めてください。 
なお、建築確認申請においては、敷地の一部が、がけ（地表面が水平面

に対し30度を超える角度をなす土地をいう。）に接していると見受けられ
るため、がけ地の安全措置についても併せて事前協議を行ってください。 
【問合せ先】兵庫県豊岡土⽊事務所 まちづくり建築第１課 

電話：0796-26-3756 
エ 緑地 

「工場立地の適正化に関する条例」及び「環境の保全と創造に関する条
例」による届出が必要です。ただし、工場立地法に係る工業団地特例が適
用されるため、いずれの区画においても工場立地法に定める緑地の整備は
不要です。 

また、森林法（昭和26年法律第249号）及び「緑豊かな地域環境の形成
に関する条例」上の森林率・緑地率の確保のため、既設の緑地帯は、物件
取得者において適正に管理・保全してください。 

オ 消防施設・ごみ処理施設 
物件取得者において、市及び関係機関と協議のうえ、必要な整備を行っ

てください。 
カ 公害防止 

施設の建設･運営にあたっては、周辺住⺠の健康を保護し、地区の快適な
生活環境を保全し、自然環境の保護を図るため、事業活動において発生す
る公害の防止について、公害関連法令に定める公害防止策を講じ、基準を
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遵守してください。また、操業開始までに市と公害防止協定を締結し、良
好な環境の保全に務めなければなりません。 

キ 建築工事等施工中の環境保全対策等 
物件取得者は、建築工事等施工中において関係法令を遵守するとともに、

濁水や粉塵の抑制等、周辺環境へ配慮のうえ、施工を行ってください。 
また、各区画の建築工事等が輻輳することが想定されますので、相互に

調整のうえ、安全対策を行ってください。 
ク 境界杭等の維持管理 

境界杭は大変重要なものですので、次の点に留意して厳重に管理してく
ださい。 
① 分譲画地の引渡し後、境界の再明示はいたしませんので、常にその所

在が明らかになっているように譲受人の責任において維持管理してくだ
さい。 

② 境界杭等の紛失、移動は隣地とのトラブルの原因になります。塀、擁
壁など工事のため、境界付近を掘削する時は、境界杭が動くおそれがあ
りますので、事前に市に相談してください。 万が一、境界杭を誤って破
損・紛失した場合、または無断で移動させた場合は、市及び関係地主と
立会いのうえ、物件取得者の費用と責任で原状回復していただきます。 

③ 塀・擁壁等で境界杭を埋没させないようにしてください。 
④ 工事のため、境界杭を一時的に撤去する必要が生じた場合は、事前に

関係地主と相談のうえ、立会いしてください。   
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１ スケジュール 
募集内容の公開から契約、土地の引渡しまで、以下のスケジュールを予定して

います。 
１ 募集内容の公開 2024年10月31日(⽊)〜2024年12月25日(水) 
２ 現地見学会 2024年11月20日（水） 

※現地見学会への参加受付期間 
2024年11月５日（火)〜11月15日（金） 

３ 質問書の受付・回
答 

受付期間 2024年11月11日（月）〜11月22日（金） 
回答期間 2024年11月22日（金）〜11月29日（金） 

４ 申込書等の提出 受付期間 2024年12月13日（金）〜12月25日（水） 
・譲渡物件の内容をよくご確認いただいたうえで、

分譲申込書等に必要事項を記入し、必要書類を添
えて、豊岡市コウノトリ共生部環境経済課（本庁
舎２階３番窓口）に持参または郵送（簡易書留）
ください。 

・郵送の場合は、上記期間内に到着したものに限り
ます。 

５ 参加資格審査 2024年12月下旬〜2025年１月上旬（予定） 
６ 入札書の提出 受付期間 2025年１月17日（金）〜１月22日（水） 
７ 開札・事業予定者

の決定 
2025年１月23日（⽊） 

８ 土地売買契約手続
き 

契約 2025年１月下旬（予定） 
・売買契約締結後８日以内に契約保証金を市に納付

してください。 
９ 土地売買代金の納

付 
2025年１月下旬以降（予定） 

土地売買契約締結後に土地売買代金（契約保証金
差引後の額）を60日以内に納入してください。 

10 所有権移転登記 2025年１月下旬以降（予定） 
本物件の土地売買代金の支払いが確認できた日以

後、所有権を移転し本物件を引き渡します。登記手
続きは市が行いますが、諸費用（登録免許税）は買
受人の負担となります。 

11 土地の引渡し 上記完了後、2025年１月下旬以降（予定） 
所有権が移転した後（登記完了後）、買受人と市が

立会いのうえ、引き渡します。 
 

Ⅳ 募集手続き 
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２ 募集要項の配布 
  ⑴ 期間：2024 年 10 月 31 日（⽊）から 12 月 25 日（水） 
  ⑵ 場所：豊岡市コウノトリ共生部環境経済課 
   ※ 市ホームページから募集要項・様式等をダウンロードしてください。                
   ※ 事務局での配布時間は、各日とも午前９時から午後５時まで（土・日

曜、祝日（以下「休日」という。）及び正午から午後１時までを除きま
す。） 

 
３ 現地見学 

⑴ 日程：2024年11月20日（水） 
※ 日時・集合場所は希望者と調整します。 

⑵ 場所：コウノトリ豊岡産業用地 
⑶ 定員：１申込事業者につき２名まで 

※ ただし、申込み状況により調整することがあります。 
⑷ 受付期間：2024年11月５日（火）から11月15日（金）午後５時まで 
⑸ 申込方法：現地見学会参加申込書（様式１）を記入のうえ、電子メールに

より提出してください。 
※ 申込書送信先メールアドレス：kigyouyuuchi@city.toyooka.lg.jp 

⑹ その他 
ア 現地見学会への参加は申込書提出に係る条件とはしません。 
イ 現地見学会当日は、本募集要項に関する質問は受け付けません。質問は、

下記４に示す方法で対応します。 
 

４ 質問書の受付・回答 
⑴ 資格：入札参加申込をしようとする者 
⑵ 受付期間：2024年11月11日（月）から11月22日（金）午後５時まで 
⑶ 提出方法：質問書（様式２）に必要事項を記入のうえ、電子メールにより

提出してください。口頭、電話、ＦＡＸ等による質問は一切受け付けません 
※ 質問送信先メールアドレス：kigyouyuuchi@city.toyooka.lg.jp 

⑷ 回答方法 
ア 2024年11月22日（金）から11月29日（金）までに順次、市ホームページ

に掲載します（原則として、質問者に対する個別回答は行いません）。なお
、その際、質問者の名称は記載しません。 

イ 審査基準に関する質問など委員会所掌事項に関する質問や計画又は事業
実施上必要と認められない事項等に係る質問には回答しません。 

ウ 回答をもって、本募集要項の修正を行うことがあります。  
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５ 申込書類の受付 
⑴ 期間：2024年12月13日（金）から12月25日（水）まで 

※ 各日とも午前８時30分から午後５時まで（休日及び正午から午後１時
までを除きます。）。 

⑵ 申込方法 
提出書類を事務局（豊岡市コウノトリ共生部環境経済課）へ直接持参又は

特定記録郵便など、必ず郵便物を追跡できる方法による郵送（受付期間内必
着）で提出ください。 

⑶ 提出書類及び提出部数 
次のア、イの書類を提出してください。 

ア 原本１部のみ提出する書類 
(ｱ) 共同事業体に関する協定書（※共同事業体の場合のみ） 
(ｲ) 誓約書（様式３） 
（注） 共同事業体については、すべての構成員のものが必要。以下、(ｳ)

〜(ｵ)についても同じ。 
(ｳ) 定款又は規約 
(ｴ) 申込事業者の概要（会社案内等） 
(ｵ) 納税証明書（過去３カ年分） 

【豊岡市に納税がある場合】 
・豊岡市税の調査に関する同意書（様式４） 
・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納

税証明書[その３の３]           ＝所管税務署発行 
【豊岡市に納税がない場合】 
・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納

税証明書[その３の３]           ＝所管税務署発行 
イ 原本１部とPDFデータを提出する書類 

(ｱ) 入札参加申込書（様式６） 
(ｲ) 土地利用計画書（様式７） 
(ｳ) 施工計画表（様式８（Ａ３サイズ）。施設稼働開始までのスケジュール） 
(ｴ) 施設配置図（様式自由（Ａ３サイズ）。建築・外構計画図、完成予想

図等があればあわせて添付してください。） 
(ｵ) 法人登記簿（履歴事項全部証明書）及び印鑑証明書（いずれも申込日

前３か月以内に発行のもの） 
（注） 共同事業体については、すべての構成員のものが必要。以下、(ｶ)

についても同じ。 
(ｶ) 直近３年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（剰余

金処分計算書又は欠損金処理計算書）及び事業報告書 
(ｷ) その他参考資料 
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⑷ 土地利用計画書（様式７）の作成要領 
ア 文字の大きさ 

計画書類に使用する文字の大きさは、12pt以上とします（表内、注釈等
を除きます）。記入欄の大きさは適宜調整してください。 

イ 使用言語及び単位 
使用言語は日本語とし、数字は算用数字、単位はメートル法とします。 

ウ 使用通貨 
日本国通貨とします。 

⑸ 計画内容の変更 
計画内容の変更は原則として認めません。ただし、事業予定者の決定後、

法制度の変更などやむを得ない理由により、計画内容を変更する必要が生じ
た場合は、事業予定者は、市に対し計画趣旨を損なわない範囲で変更を申し
入れることができます。また、事業内容の向上等を目的とした変更について
は、事業予定者はこれを市に対し申し出ることができます。なお、いずれの
場合も変更の可否は、市が判断します。 

⑹ 申込みにあたっての留意事項 
ア 提出書類一式を受付後、土地利用計画書等により入札参加資格の審査を

行います。審査において、入札参加資格を有しないと判断される場合、又
は提出書類に不備があった場合は入札に参加できません。 

イ 提出された土地利用計画書等は返却しません。市の公文書として組織内
で複写・配付を行う場合があります。 

ウ 土地利用計画書等の著作権は申込事業者に帰属しますが、公文書公開等
の必要性から、提出書類の内容を公表する場合があります。 

エ 申込事業者は、入札参加申込書の提出をもって、本募集要項の記載内容
を承諾したものとみなします。 

オ 審査結果に対する質問又は異議は、受け付けないものとする。 
カ 申込みの辞退は、受付期間内に限って行うことができます。その場合は、

事務局に対して辞退届（様式５）を提出してください。 
キ 市有財産の売買契約、所有権の移転登記は、入札参加申込名義人のみ行

うことができます。 
ク 提出書類に記載された個人情報は、入札事務のみに使用しその他の目的

には使用しませんが、「豊岡市暴力団排除条例」に基づき、排除措置対象法
人等に該当するか否かの確認のため、豊岡警察署へ情報提供する場合があ
ります。 

⑺ 参加資格審査・入札案内 
   ア 提出書類一式を受付後、入札参加資格の審査を行います。 
   イ 入札参加資格の審査を通過した申込者あてに入札案内を通知します。な

お、審査を通過しなかった申込者へは、その旨の通知を行います。 
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１ 入札 

⑴ 基本事項 
  ア 入札は、入札受付期間内に所定の入札書の持参（郵送の場合は簡易書留）

により受け付けます。 
受付期間：2025年１月17日（金）から１月22日（水）まで 

※ 各日とも午前８時30分から午後５時まで（休日及び正午から午後１
時までを除きます。）。 

イ 入札書の作成・提出の際は、様式一式のうち「市有財産の入札における注
意事項」をご確認ください。 

ウ 入札参加者が連合し、または不穏な行動をする等により、入札を公正に執
行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ
せず、または入札の執行を延期、もしくは中止することがあります。 

エ 一度提出した入札書は、これを書き換え、差し替えまたは撤回することが
できません。 

  オ 入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事由が生じたときは、その執
行を延期、または中止することがあります。 

 ⑵ 入札書の作成方法 
  ア 入札書は「参加申込書類等一式」の様式を使用してください。 
  イ 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字

（０、１、２、３・・）の字体を使用し、最初の数字の前に￥マークを記入
してください。 

  ウ 入札書の記載にあたっては、次の点に留意してください。 
   (ｱ) 入札する物件は、２ページに掲げる物件とします。 
   (ｲ) 年月日は、記入日とします。 
   (ｳ) 入札書には、入札者の住所及び氏名（法人の場合は所在地、名称及び代

表者の職氏名）を記入のうえ、必ず実印を押印してください。 
  エ 入札書の作成には、鉛筆等容易に記載内容が消える筆記具を使わず、ボー

ルペンを使用するなど記載内容が容易に消えない筆記具を使用してくださ
い。 

 ⑶ 無効とする入札 
次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

  ア 入札参加資格がない者のした入札 
  イ 入札書を所定の日時までに提出しなかった入札 
  ウ 入札者が同一物件について２通以上した入札 
  エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札 

Ⅴ 入札手続き 
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  オ 入札書に入札金額、￥マーク、入札年月日、入札者の住所、氏名（法人の
場合は所在地、名称、代表者職氏名）及び押印のない入札またはこれらが分
明でない入札 

  カ 入札書に記載された入札金額が訂正されている入札 
  キ アからカまでに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 
 
２ 開札 
 ⑴ 基本事項 
  ア 開札は、産業用地立地事業者選定事務に関係のない市職員の立ち会いのも
と行います。 
  イ 開札場所への入場はお断りします。 
  ウ 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、直ちに当該

事務に関係のない市職員にくじを引かせて決定します。 
 ⑵ 開札日時 
   2025 年１月 23 日（⽊）午前 10 時から開札します。 
 ⑶ 開札場所 
   豊岡市中央町２番４号 豊岡市役所本庁舎内 会議室 
 ⑷ 落札者（事業予定者）の決定方法 
   市が定めた最低譲渡価額以上で、かつ、有効な入札のうち、最高金額の入札

者を落札者（事業予定者）、２番目に金額の高かった入札者を次点者として決
定します。 

 ⑸ 開札結果 
   開札した場合に、落札者があるときはその者の名称及び落札金額を、落札者

がないときはその旨を、開札に立ち会った者に知らせます。 
開札結果は、書面により全ての入札参加者へ通知し、その後、市ホームペー

ジにて公表します。なお、開札結果に対する質問又は異議については、一切受
付けません。 
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１ 売買契約手続き 

⑴ 事業予定者には、開札結果通知日から７日以内に土地売買契約を締結する
ことになります。 

⑵ 売買契約締結後８日以内に、契約保証金として売買代金の１割を市に納付
していただきます。 

⑶ 売買契約の名義人は「買受人（事業予定者）名」となります。 
⑷ 契約締結時に持参いただくもの 

ア 登録印鑑（実印） 
イ 代表者事項証明書 
ウ 市有財産売買契約書に貼付する収入印紙 

     必要となる収入印紙の額は次のとおりです。 
契約金額 収入印紙の額 

1,000 万円超 5,000 万円以下 １万円 
5,000 万円超 １億円以下 ３万円 

１億円以下 ５億円以下 ６万円 
  ⑸ 売買代金の納付 
     買受人（物件取得者）は、市と売買契約締結後 60 日以内に残りの売買

代金（契約保証金との差額）を市に納付していただきます。 
  ⑹ 所有権移転・対象物件の引渡し 

(ｱ) 契約された対象物件の所有権は、売買代金の全額が納入されたときに
市から買受人に移転します。 

(ｲ) 引渡しは、所有権の移転完了後、市と買受人の両社で定める日に現地
で立会いのうえ、物件の現状を確認し、現状有姿で行います。また、所
有権の移転登記に要する費用（登録免許税等）は買受人の負担となりま
す。 

(ｳ) (ｲ)に規定する日までに引渡しができないときは、市と買受人で協議
のうえ、改めて引渡時期を定めます。 

  ⑺ 危険負担 
買受人は売買契約締結のときから対象物件の引渡しの日までにおいて、

対象物件が天災地変その他の市又は買受人のいずれの責に帰すことのでき
ない事由により滅失し、又は毀損した場合は、契約を解除することができ
ます。売買契約が解除された場合に市は受領済みの売買代金を速やかに買
受人に返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。 

 

Ⅵ 契約手続き 
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２ 契約保証金 
 ⑴ 契約保証金は、契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額（その額に千円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額）とし、売買代金の一
部に充当します。 

  ⑵ 契約保証金には、利息を付しません。 
⑶ 契約者が土地売買代金を納入期日までに納入しないなどの理由により、土

地売買契約を解除した場合には、契約保証金は市に帰属します。 
 

３ 契約条件 
  ⑴ 本件契約には、次の条件を付します。 
   ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成
員がその活動に利用する用途に使用してはならない。 

   イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律
第 147 号）第５条第１項に規定する観察処分の決定を受けた団体及びそれ
らの構成員がその活動に利用する用途に使用してはならない。 

   ウ 破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）第５条第１項に規定する処
分を受けた団体及びそれらの構成員がその活動に利用する用途に使用して
はならない。 

   エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第
122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗
関連特殊営業、その他これらに類する営業の用途に使用してはならない。 

   オ アからエに掲げるもののほか、公序良俗に反する用途に使用してはなら
ない。 

   カ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２条
第４項に規定する産業廃棄物、同条第５項に規定する特別管理産業廃棄物
に係る仮置き場、処理施設、処分場等の関連する営業の用途に使用しては
ならない。 

   キ 所有権を第三者へ移転する場合は、アからカまでに掲げる使用の禁止を
書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して、アからカまでの
定めに反する使用をさせてはならない。 

   ク 本物件を第三者に使用させる場合は、当該第三者に対してアからカまで
の定めに反する使用をさせてはならない。 

   ケ 市は、土地の定着物、除却建物の付属物その他一切の残置物について、
所有権を主張せず、買受人の負担により、買受人がこれを処分することに
異議を申し立てない。 
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  ⑵ 土地売買契約には、その他にも各種条件を付けますので、詳細は、別紙
「土地売買契約書（案）」をご確認ください。 

 
４ 契約に必要な費用 

   次に掲げる契約費用及び公租公課は買受人の負担となります。 
  ⑴ 市有財産売買契約書に貼付する収入印紙の費用（詳細はⅥ-１-⑷-エ参照） 

 ⑵ 所有権の移転登記に必要な登録免許税 
    所有権の保存登記・移転登記を行う際に必要な税金です。課税標準価格

に、土地の場合は 1.5％、建物の場合は 2.0％を乗じて得た金額となります
（落札価格ではありません）。 

  ⑶ 本物件の引渡しの日（代金完納日）以後の公租公課（不動産取得税、固定
資産税） 

 
 
 
 
 

お問合せの内容 お問合せ先 電話番号 
防災情報に関すること 危機管理課 0796-23-1111 
景観・開発等に関すること 都市整備課 0796-23-1712 
上水道に関すること 水道課 0796-22-5396 
下水道に関すること 下水道課 0796-22-1801 
防火管理に関すること 消防本部・予防課 0796-24-1119 

 
 
 
 
 
 

お問合せ先 

豊岡市コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係 
〒668-8666 
兵庫県豊岡市中央町２番４号（本庁舎２階・窓口３番） 

TEL：0796-23-4480 

FAX：0796-24-7801 

E-mail：kigyouyuuchi@city.toyooka.lg.jp 

 

Ⅶ 関係連絡先（市役所内のみ） 


